
倫理審査に関する申請の必要性判断フローチャート

※３

調査・実験の目的を研究対象者に初めに知らせると結果

に歪みが生じることが予想される場合、本当の目的を知

らせずに別の目的であると偽って調査・実験を行うこ

と。

②ー５

映像、音声のデータを

収集しますか。

②ー８

質問紙調査等におい

て、質問内容や項目

に、日常会話の内容に

出てくる範囲を超えて

いるもの（いじめられ

た経験があるか、最近

の性欲はどうか、死に

たいと思ったことがあ

るか等）が含まれてい

ますか。

②ー９

研究目的等の虚偽の説

明を用いる手続き（デ

セプション※３の手続

き）が含まれています

か。

①

研究対象者本

人からイン

フォームド・

コンセントを

得ることがで

きる研究です

か※１。

②ー１

研究対象者の

保護（手続き

や威圧の問題

等）に適切に

配慮していま

すか。

②ー２

研究対象者の

個人の情報を

記録・保持し

ますか。

②ー３

データ収集を

研究と直接関

係のない他の

機関や会社

（調査会社

等）に依頼し

ますか。

②ー４

研究結果あるい

は研究対象者保

護に影響を及ぼ

すと第三者が感

じるかもしれな

い経済的な利益

関係はあります

か。

②ー７

研究全体を通じて、介

入（心理的介入を含

む。ネガティブな気分

を起こさせる、ストレ

スになる記憶を思い出

させる等）が含まれて

いますか。

④ー６

社会的弱者になりやす

い特徴を有する集団

（いじめられたことの

ある者、不登校の状況

にある者、障害者やそ

の家族、精神疾患を有

する者等）を対象とし

ていますか。

③ー１

研究に使用する人に関する

データ等は、公的に入手可

能な既存のものであり、い

かなる手段によっても研究

者の対象者は特定されませ

んか。

③ー２

既に取得された情報※２で

あって、適切な手続きを経

て譲渡された連結不可能匿

名化情報を用いる研究です

か。

※１

匿名化された情報または

データ、試料（サンプル）

を扱う研究の場合は「いい

え」にお進みください。

申請することをお勧めします。

※２

研究者自身が他機関で入手した情報を含

む。取得された情報が研究におけるもので

ある場合、その研究が他機関による倫理審

査済みのもの。取得された情報が研究目的

以外のものである場合、その情報を研究に

用いることについて対象からの同意が得ら

れているもの。

②ー10

研究対象者は、16歳以

上としていますか。

（16歳未満を対象者と

していない）

②ー11

研究対象者の親権者か

ら同意を得ることがで

きますか。

必要な要件を満たし、希望がある場合には

審査を依頼することができます。

様式10「簡易審査依頼書」の作成をご検討ください。
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